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令和５年１１月２４日亀岡市教育委員会会議録 

 

 

１ 開会  午後２時００分 

閉会  午後３時１０分 

 

２ 出席委員 

  神 先 宏 彰 教育長 

  北 村 真 也 教育長職務代理者 

     末 永 礼 子 委 員 

     出 藏 裕 子 委 員 

秋 山 伸 夫 委 員 

 

３ 欠席委員 

     松 浦 千 弘 委 員 

 

４ 出席事務局職員 

     森 岡 浩 之 教育部長 

     川 口 雅 彦 次長兼総括指導主事 

  阿比留  綾  教育総務課長 

  今 西 恵 一 学校教育課長 

樋 口 竜 次 社会教育課長 

宮 本 かおり 社会教育課人権教育担当課長 

岡 田 康 宏 歴史文化財課長兼文化資料館長 

    小 川 博 久 図書館長 

    谷 口 正 二 みらい教育リサーチセンター所長 

榎 本 祐 輔 教育総務課総務係長 

 

５ 傍聴者 

なし 

 

６ 議事の大要 

（１）開会 

○教育長が開会を宣言。 

 

（２）前回会議録の承認 

令和５年１０月１７日に開催した定例会の会議録を確認し、承認した。 

 

（３）教育長からの報告 
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○教育長から以下の報告があった。 

 

◎亀岡市関係 

・ 昨年に引き続き全学校を訪問し、実情を知るため全学級を見学した。教

職員の人員不足を感じる部分もあり、引き続き京都府教育委員会へも要

望していく。 

・ 令和５年度亀岡祭山鉾行事保存事業補助金伝達式典が難波山で行われ

た。 

・ 今年度の新規採用職員を対象に教職員講座の人材育成研修を行い、講演

した。 

・ 令和５年度亀岡祭山鉾行事宵宮に全山鉾をまわり、激励を行った。 

・ 令和５年度亀岡祭山鉾行事式典が５年ぶりに開催され、出席した。 

・ 令和５年度亀岡市スポーツ賞第１回選考委員会が開催され、今年度の要

綱等の確認が行われた。表彰式は、令和６年３月１６日を予定されてい

る。 

・ 亀岡市・スティルウォーター市スタディアブロードプログラムが１０月

２９日から１１月６日までの日程で行われ、各中学校、義務教育学校か

ら選出した７名と文化国際課の職員２名、教育長の１０名で参加した。 

・ 口丹波私立幼稚園 PTA連合会研修会がガレリアかめおかにおいて開催さ

れ、出席した。 

・ 第１１回ミルキーウェイ人権福祉フェスティバルが開催され、参加し

た。 

・ 保津ふるさと文化祭が保津文化センターで開催され、参加した。 

・ 第３４回亀岡市小学校駅伝（持久走）大会が４年ぶりに開催をされ、参

加した。 

・ 校園長会議を開催し、人権に係る諸問題及び令和６年度の教職員人事に

係る事項等について指示をした。 

・ 第４回亀岡市学校給食検討懇話会を開催した。今回は、懇話会前に市長

との意見交換会の機会を設けた。当日は、末永委員にも出席いただいた。 

・ OSU訪問団歓迎レセプションが開催され、出席した。 

・ サイエンスフェスタ２０２３をガレリアかめおかで開催した。当日は、

３７団体４５ブースの団体参加があり、多くの子どもたちが実験などを

楽しんだ。 

・ OSU訪問団がつつじケ丘小学校を訪問し、授業の様子を参観いただいた。 

 

 

◎国・府等の関係 

・ 令和５年度第２回京都府都市教育長協議会が福知山市で開催され、出席

した。今回は、体育館の空調設備について、学校給食への補助について、

中学校の部活動の地域移行についてなど多くの議題について協議し、情

報共有を図った。 

・令和５年度近畿都市教育長協議会研究協議会が大阪市で開催され、出席
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した。 

・令和５年１１月管内教育長会議が南丹教育局で開催され、出席した。 

・令和５年度第７６回京都府中学校総合体育大会駅伝競走の部が京丹波町

で開催された。  

・令和５年度京都府内市町（組合）教育委員会研修会が京都市内で開催さ

れた。教育委員にも出席いただいた。 

・第１９回京都丹波キッズふれあい駅伝が京丹波町で開催をされ、参加し

た。 

 

（４）議 事 

議案番号 件   名 

第１０号議案 
かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について 

 

 ○第 10号議案について社会教育課長が議案説明を行った。  

 

   第 10号議案については、現在設置をしている「かめおか児童クラブ」の名称及

び設置場所について、一部改正するものである。改正個所については、令和6年4

月から育親学園が開校することに伴い、現在の本梅小学校、畑野小学校、青野小

学校の児童クラブの名称を「育親学園かめおか児童クラブ」とする。ただし、設置場

所については、従前のとおりとするため、変更はないものである。また、千代川小学

校かめおか児童クラブについては、現在２箇所設置をしていたが、小学校と協議を

するなか学校内において開設ができる状況となったため、1箇所を削除するもので

ある。施行日は、令和6年4月 1日とし、施行の日前において準備行為ができるよ

う改正を行なうこととする。ご審議をお願いしたい。 

 

第 10議案について、原案どおり承認した。 

 

（５）報告事項 

①第３・４回亀岡市学校給食検討懇話会及び市長との意見交換会の開催に

ついて 

②育親学園におけるかめおか児童クラブの開設について 

③令和５年度１２月【追加】・1月教職員研修講座について 

 

○各課長等からの報告を受けて、委員から次の質問・意見があった。 

＜第３・４回亀岡市学校給食検討懇話会及び市長との意見交換会の開催につい

て＞ 
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 教 育 長   市長との意見交換会については、末永委員にもご出席い

ただいた。感想等含め、何かあればお願いしたい。 

 末 永 委 員  学校給食については、具体的にあらゆる条件を挙げて検

討いただいていると感じた。各方式には、それぞれにメ

リット・デメリットがあるがきちんと押さえつつ、また、

生徒、保護者及び教職員のアンケート調査も実施するな

かで提言書に向け、検討いただいていた。何をどう選択

していくのかというところに難しさがあり、全てのこと

を踏まえた上で、十分に考え教育委員会としても決定し

ていかなければならないと感じた。また、現在の給食セ

ンター自体が老朽化していることもあり、いずれの選択

をした場合においても、一定新たな経費の投入が必要と

なる。資材高騰、価格高騰が叫ばれるなか、予算という

部分においても難しさがあると感じた。いずれにしても、

生徒、保護者及び教職員にとって望ましい給食のあり方

ということで提言書が提出されることを待ちたいと思う。 

 北村教育長職務代理者  説明の中であったように、懇話会の提言書では、具体的

にどの方式がよいということではなく、それぞれにメリ

ットもデメリットもあるという形で提出されるとのこと

であった。提言書提出が年内、それを受け今年度内には

この委員会で何らかの方向性を出していくような形にな

るという理解でよかったか。また、先程来からの発言の

なかにもあるようにコストもしかり、絶対的条件などが

あるのであれば、委員会においてはそういったところも

含め、具体的に示していただきたいと思う。 

秋 山 委 員  私自身は、アンケートをたいへん興味深く拝見させてい 

ただいた。生徒、保護者、教職員それぞれに思いはある 

ことも認識できところである。アンケートの中でひとつ 

気になる点がある。それは「給食を実施した方が良いと 

思う理由」の問いに対し、生徒、保護者、教職員の数パ 

ーセントではあるが「昼食が十分に取れていない生徒が 

いるから」という点である。現在回答いただいた中でも 

この数値ということであれば、実際にはかなりの生徒が 

昼食を取れていないのではないかと危惧する。子どもフ 

ァースト宣言もしていることから、早期の実現が必要と 

感じた。 

 出 藏 委 員  私も秋山委員と同じく全ての子どもたちが等しく昼食を

取れる環境の整備が重要と考えている。近年、新型コロ

ナウイルス感染症拡大によりそういったことが注目をさ

れたとも思っている。どういう形がよりよい学校給食の
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提供となるのかという視点で考えていかなければならな

いと思う。そのためには、完全給食に向け、教育委員会

でしっかりと議論していけたらと思う。 

 

＜育親学園におけるかめおか児童クラブの開設について＞ 

末 永 委 員   令和６年度及び令和７年度の開設については、基本的には

よいかと考える。下校時において、自宅に帰る児童とかめ

おか児童クラブを利用する児童のバスの乗車を分けると

の説明であった。その場合、児童クラブを利用する児童は、

１時間ほど育親学園内に残ることになる。その間、どのよ

うな形で児童クラブは運営されることとなるのか。 

 樋口社会教育課長   育親学園内の場所については、限りがあるため現在、図

書室及び特別教室等の利用を考えており、１時間ほどの

待ち時間には、児童クラブの支援員、補助員を配置する

中で宿題を行うなどの室内で運営することを考えている。 

 秋 山 委 員  保護者の意見を聞くなかで進めていくとあったが、本日

説明いただいた当面予定している内容については、既に

保護者は承知をしているのかどうか。今後、保護者へ意

見を聞く場合は、どのようなスケジュールで行われるの

か。 

樋口社会教育課長  当面運営していく内容については、保護者及び自治会へは

これまでに一定、説明を行っている。具体的なスケジュ

ールがあるわけではないが、運営をしていく中で、保護

者のニーズやバスの運行に関し、ご意見を伺っていきた

いと考えている。 

  

(６)閉会   

   ○教育長が閉会を宣言 

以  上 
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○教育長職務代理者 

 

 

 

○委     員 

 

 

 

○委     員 

 

 

 

○委     員 

 

 

 

○教  育  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （調整者 教育総務課長           ） 


